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大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（以下「機構」という。）は、

我が国の加速器科学（高エネルギー加速器を用いた素粒子・原子核に関する実験

的・理論的研究、生命体を含む物質の構造・機能に関する実験的・理論的研究、

並びに加速器の性能向上に関する研究及び関連する基盤技術に関する研究を指

す。）の総合的発展の拠点として研究を推進するとともに、国内外の関連分野の研

究者に対して研究の場を提供すること等を目的としている。 

これこそが、最も重要な社会的貢献といっても過言ではないが、最近の急激な

社会変化のもとでは、多様な社会への対応が求められている。 

機構が行う活発な研究活動等からは、様々な成果が創出されており、機構は、

これまでもその社会的活用を図ってきているところである。 

機構としては、今後とも共同研究、受託研究及び特許等のライセンシングとい

った産学官連携活動を積極的に推進していくことにより社会貢献していくために、

利益相反ポリシーを定めるものである。 

 

１ 利益相反ポリシーの目的 

利益相反とは、役員及び教職員等並びに機構が、外部から得る経済的利益等と

機構における研究教育等との責任が衝突する状況をいう。 

  本ポリシーは、産学官連携活動をはじめとする社会貢献を公正かつ効率的に推

進するため、役員及び教職員等への利益相反による弊害を抑え、安心して産学官

連携活動等に取り組める環境の整備を図ることを目的とする。これにより、社会

からの信頼を維持しつつ社会貢献を行うものである。 

 

２ 利益相反の対象者 

  この対象者は、当面、次のとおりとする。 

 （１）役員及び教職員 

 （２）共同研究研究員等 

  なお、社会的信頼確保の観点から、必要に応じ大学院生についても対象者とす

る。 



 

３ 利益相反の対象行為 

  当面、利益相反が想定されるケースは、以下のとおりである。 

 （１）企業等の兼職、共同研究、受託研究等、機構内外において行う社会貢献活

動  

 （２）企業等から、一定額以上の金銭又は便益の供与若しくは株式等の経済的利

益を得る場合並びにサービスの提供を受ける場合等 

     

４．利益相反マネジメント体制 

  利益相反に関するマネジメントを適正に行うため、「利益相反マネジメント委員

会（以下「委員会」という。）」を置く。 

本委員会においては、ガイドラインの策定、個々のケースが許容できるかどう

かの調査審議・勧告、社会への情報公開等を行う。 

この活動を円滑に推進するため委員会に以下の体制を整備する。 

 （１）「研究費等受入審査会」を設置し、利益相反ポリシーとの整合性を踏まえつ

つ研究費等の受入れの可否等について審議を行う。 

 （２）相談窓口として「利益相反アドバイザー」を置く。 

 

５ 不服申し立て 

  役員及び教職員等は、委員会の勧告等に不服がある場合には、申し出により委

員会に再度の審議を求めることができる。 

  この場合、委員会が再審議を行い機構長が最終決定する。また、委員会はその

遵守についてモニターする。 

 

６ 情報公開・開示 

  機構は、利益相反に関する情報を適切に公表することにより社会への説明責任

を果たすものとする。 

 

 

  附 記 

このポリシーは、平成１７年４月１日から実施する。 

 

 附 記（平成２５年２月１８日） 

このポリシーは、平成２５年４月１日から実施する。 

 


